 ※代理店実態を踏まえ、必要に応じて文言を修正してください。



令和    年    月    日 

＜会社名＞ 社印

秘密保持誓約書

当社は、当社と貴社との間で締結した末尾記載の契約（以下「主契約」といいます。）に関して、次の事項を遵守いたします。

	１．個人情報の定義
	① 本書における個人情報とは、本書に定義がないものについては、個人情報保護法及び同法施行令によります。
② ①の法令が改正された場合は改正後の法令が適用されるものといたします。


	２．秘密情報の定義
	① 本書における秘密情報とは、貴社が秘密であることを示して開示した情報をいいます。ただし、個人情報に該当する秘密情報については、個人情報として取り扱います。


	３．守秘義務
	当社は、貴社より提供された個人情報及び秘密情報を貴社の事前の書面による承諾なしに、いかなる第三者にも開示いたしません。
ただし、次に定める情報についてはこの限りではありません。
(1) 当社が情報を知った時に既に公知であり、又当社が情報を知った後に当社の責任によらないで公知となった秘密情報
(2) 当社が正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負わないで適法に知った秘密情報
(3) 当社が情報を知った時に既に守秘義務を負わずに正当に有していた秘密情報
(4) 当社が、貴社より知った情報に拠らないで、正当に独自に纏め作成した誰に対しても守秘義務を負わない情報
(5) 法令に従って行政機関や司法機関等により開示を求められた情報


	４．安全管理措置
	① 当社は、貴社より提供された個人情報及び秘密情報の漏洩、盗用、改竄等を行わない為、金融庁策定の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」、および個人情報保護委員会の定める「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」を遵守いたします。
② ①に掲げる安全管理措置は定期的に貴社によって見直され、当社はそれを遵守いたします。


	５．目的外利用の禁止
	当社は、貴社より提供された個人情報及び秘密情報を、貴社から委託された業務の遂行に必要な範囲を超えて利用いたしません。


	６．業務の監督・監査・報告徴収
	① 貴社は当社に対して、定期的又は随時に、委託事務の事務処理の適切性、本書上の安全管理措置の実施状況、本書上の義務の履行状況、経営状況について報告を求める等、貴社が必要と認めた事項に関して監査を実施し、当社はこれに応じます。
② 貴社は、①の報告により、当社の本書上の安全管理措置の遵守状況、本書上の義務の履行状況を確認するとともに、当該状況が遵守されていない場合には、遵守するよう当社を監督するものといたします。
③ 貴社は、①、②において、必要な証拠等を当社から受領することができるものといたします。


	７．検査
	① 委託業務が成果物の作成を目的とする場合、貴社は、成果物の受領後○○日以内に検査を行い、当社に合否を通知するものといたします。
② 当社は、前項の検査の結果不合格とされた成果について、貴社の指示に従い補修、再作成等の作業を実施し、あらためて貴社の検査を受けなければなりません。
③ ①の検査期間内に貴社から合否の通知がなされない場合は、当社は成果物が検査に合格したものとみなすことができます。
④ ③にかかわらず、①の検査完了後1年以内に発見された成果物の瑕疵については当社の負担により補修します。ただし、相当期間経過しても修補完了の見通しが立たない場合、当社は貴社が被った損害を賠償いたします。

	８．再委託
	① 主契約に基づき当社が第三者に再委託する場合、当社は、貴社にその旨文書をもって報告し、貴社の承認を得なければならないものといたします。
② 当社は、再委託先が本書で当社に課せられた義務と同内容の義務を履行するよう管理、監督し、当社は再委託先の義務の履行について、連帯して責任を負います。


	９．漏洩等の事故発生時の対応
	① 当社は、漏洩等の事故またはその恐れが発生した際には、その事故についての帰責の如何に関わらず、状況把握の上直ちに貴社に第一報を行い、速やかに被害拡大防止のために必要な措置を講じたのち、遅滞なく文書により詳細な報告ならびに今後の対応方針案を貴社に提出いたします。
② ①における「漏洩等の事故」とは、情報主体に被害をもたらす恐れがある個人情報及び秘密情報の漏洩、紛失、盗難、滅失、毀損等の重大な事故をいいます。


	10．契約違反・損害発生時の対応
	① 当社が本書の各事項のいずれかに違反し又は違反するおそれがある場合、当社は直ちに貴社に第一報を行います。
② ①において、貴社は当社に対し違反又は違反のおそれがある行為の差止を請求することができ、また本書の全部または一部を解除し、当社に対して違反により生じた損害の賠償を請求することができるものといたします。また、貴社は、必要に応じて担保提供等の損害負担の履行を当社に請求することができるものといたします。


	11．契約終了時の取扱い
	当社は、以下の各事項に該当する場合、貴社が当社に提供した個人情報及び秘密情報を含む全ての情報を、その複製物を含めて直ちに貴社に返却するか、貴社の指示又は承認を得た上で、当社自身の責任において確実に消去、廃棄いたします。
(1) 主契約が終了した場合
(2) 利用目的を達成した場合
(3) 貴社から返却を求められた場合


	12．存続
	３．（守秘義務）、４．（安全管理措置）、５．（目的外利用の禁止）、６．（業務の監督・監査・報告徴収）、７．（検査）、８．（再委託）、９．（漏洩等の事故発生時の対応）、10．（契約違反・損害発生時の対応）、11．（契約終了時の取扱い）13．（損害賠償）及び14（優先適用）は本書終了後も存続するものといたします。


	13．損害賠償
	当社が本書に違反し、その結果、貴社が損害を被ったときは、当社はかかる損害を賠償する責を負います。なお、具体的賠償額は貴社と当社で協議の上決定するものといたします。


	14．優先適用
	貴社と当社の間で、主契約その他別途締結する契約において既に本書と異なる合意が存在する場合には、本書が優先適用されるものといたします。


	
特約事項
	委託業務の範囲他主契約を補完する事項を定める必要がある場合、本条に明記する。該当ない場合は、横線を入れる。

	


	

	
主契約の表記
	契　約　名： 
締結年月日：
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